
令和４年４月８日 

独立行政法人農畜産業振興機構 

肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の交付金について 

【令和４年２月分】 

 令和４年２月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に関する法

律（昭和36年法律第183号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥

育経営安定交付金交付要綱（平成30年12月26日付け30農畜機第5251号）第４の６

の（５）のオの規定及び同（５）のカの規定により準用する同（１）から（４）

までの規定に基づき標準的販売価格及び標準的生産費並びに交付金単価を公表

します。 

 また、当該交付対象牛に係る交付金の交付については、概算払を行います。

標準的生産費及び交付金単価の確定値については、令和４年５月上旬に公表

する予定です。 

記 

１．肉専用種 

1,161,092 円 1,107,040 円

1,169,802 円 1,093,450 円

1,169,802 円 1,072,762 円

1,169,802 円 1,078,411 円

1,169,802 円 1,040,405 円

1,169,802 円 1,084,534 円

1,171,903 円 1,100,014 円

1,171,903 円 1,089,315 円

1,171,903 円 1,100,850 円

1,171,903 円 1,080,806 円

1,171,903 円 1,071,818 円

1,171,903 円 1,063,179 円

栃木県

千葉県

東京都

宮城県

秋田県

山形県

群馬県

埼玉県

福島県

茨城県

－

－

－

－

－

－

－

－

－

算出の区域
肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価(概算払)※1

北海道

岩手県
697,384 円 714,689 円

(日本短角種)

円
(日本短角種を除く。)

－

－

－

青森県

岩手県
1,169,802 円 1,037,406

9,574.5 円

－
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２．交雑種 

 

1,171,903 円 1,108,235 円

1,171,903 円 1,067,997 円

1,171,903 円 1,081,503 円

1,171,903 円 1,081,739 円

1,212,094 円 1,065,633 円

1,212,094 円 1,128,016 円

1,212,094 円 1,113,021 円

1,387,104 円 1,151,565 円

1,284,096 円 1,123,886 円

1,284,096 円 1,061,022 円

1,284,096 円 1,071,176 円

1,266,012 円 1,103,830 円

1,266,012 円 1,107,949 円

1,266,012 円 1,061,455 円

1,266,012 円 1,071,741 円

1,266,012 円 1,094,664 円

1,266,012 円 1,078,688 円

1,193,995 円 1,096,208 円

1,193,995 円 1,051,589 円

1,193,995 円 1,047,325 円

1,193,995 円 1,064,401 円

1,193,995 円 1,060,405 円

1,209,448 円 1,081,818 円

1,209,448 円 1,100,930 円

1,209,448 円 1,083,172 円

1,209,448 円 1,090,612 円

1,194,604 円 1,087,992 円

1,194,604 円 1,077,503 円

1,194,604 円 1,076,962 円

1,194,604 円 1,098,989 円

1,194,604 円 1,091,011 円

1,194,604 円 1,101,962 円

1,194,604 円 1,100,144 円

1,177,198 円 1,034,473 円

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価(概算払)※1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

神奈川県

福井県

岐阜県

算出の区域

京都府

－

－

－

－

－

大阪府

山梨県

長野県

静岡県

－

愛媛県 －

島根県

－

鳥取県

－

沖縄県 －

長崎県 －

熊本県 －

大分県 －

－

福岡県 －

佐賀県 －

－

－宮崎県

鹿児島県

高知県

徳島県

岡山県

広島県

山口県

和歌山県

香川県

兵庫県

愛知県

新潟県

富山県

石川県

奈良県

三重県

滋賀県

※2

687,377 円 703,432 円 8,449.5 円

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価(概算払)※1
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３．乳用種 

 

 

※１ 肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）は、肉用牛１頭当たりの標

準的生産費と肉用牛１頭当たりの標準的販売価格との差額に100分の90

を乗じた額から6,000円を控除した額です。 

 

※２ ※２を付した福井県については、都道府県標準販売価格が、全国一円

を区域として算出した標準的販売価格に、都道府県標準販売価格の標準

偏差の２倍の額を加えた額を上回ったため、単独で標準的販売価格の算

定を行っています。 

 

注１） 令和２年４月末日から令和３年５月末日までに負担金の納付期限を

迎える登録肉用牛のうち、負担金の納付期限を猶予した登録肉用牛に

ついて、交付金の交付がある場合は、国費分のみ(４分の３相当額)の

支払いとなります。 

注２） 令和２年３月末日までに負担金の納付期限を迎える登録肉用牛のう

ち、令和３年５月末日までに積立金が不足した以下の都道府県におい

て、令和３年４月以降に販売された登録肉用牛について、交付金の交

付がある場合は、国費分のみ(４分の３相当額)の支払いとなります。 

（肉専用種） 

北海道、青森県、岩手県（日本短角種を除く。）、宮城県、秋田県、 

山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、山梨県、静岡県、新潟県、石川県、福井県、愛知県、三重県、 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、 

広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、 

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（交雑種） 

東京都、京都府 

 

447,817 円 506,900 円 47,174.7 円

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価(概算払)※1

連絡先 

 畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課 

 担当：青木、柳田、山口、今野、峯岸 

 電話：03-3583-8562 
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（参考１）令和３年度　牛マルキン交付金算定基礎　【令和４年２月】　肉専用種

(単位：円/頭)

肉専用種
(日本短角種を除く。)

日本短角種

1,161,092 1,169,802 同左 697,384 1,169,802 1,171,903 1,212,094 1,387,104 1,284,096

1,107,040 1,093,450 1,037,406 714,689 1,072,762 1,078,411 1,040,405 1,084,534 1,100,014 1,089,315 1,100,850 1,080,806 1,071,818 1,063,179 1,108,235 1,067,997 1,081,503 1,081,739 1,065,633 1,128,016 1,113,021 1,151,565 1,123,886 1,061,022 1,071,176

54,052 76,352 132,396 △ 17,305 97,040 91,391 129,397 85,268 71,889 82,588 71,053 91,097 100,085 108,724 63,668 103,906 90,400 90,164 146,461 84,078 99,073 235,539 160,210 223,074 212,920

－ － － 15,574.5 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － 9,574.5 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 1,161,092 1,169,802 697,384 1,169,802 1,171,903 1,212,094 1,387,104 1,284,096

主産物価格　①=ａ×ｂ 1,151,540 1,160,250 688,068 1,160,250 1,162,351 1,202,542 1,377,552 1,274,544

枝肉市場価格（円/kg）ａ 2,236 2,210 1,662 2,210 2,231 2,326 2,609 2,544

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 515 525 414 525 521 517 528 501

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 2,255 2,219 1,643 2,219 2,225 2,231 － 2,404

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 520 528 432 528 521 525 － 515

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 2,216 2,187 1,663 2,187 2,311 2,388 2,609 2,694

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 510 518 413 518 519 512 528 486

副産物価格　② 9,552 9,316 9,552

標準的生産費　（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 1,107,040 1,093,450 1,037,406 714,689 1,072,762 1,078,411 1,040,405 1,084,534 1,100,014 1,089,315 1,100,850 1,080,806 1,071,818 1,063,179 1,108,235 1,067,997 1,081,503 1,081,739 1,065,633 1,128,016 1,113,021 1,151,565 1,123,886 1,061,022 1,071,176

物財費　③ 993,569 990,129 934,085 613,664 969,441 975,090 937,084 981,213 987,934 977,235 988,770 968,726 959,738 951,099 996,155 955,917 969,423 967,788 964,203 1,026,586 1,011,591 1,050,135 1,009,935 947,071 957,225

もと畜費 614,443 611,003 554,959 243,922 590,315 595,964 557,958 602,087 608,808 598,109 609,644 589,600 580,612 571,973 617,029 576,791 590,297 588,662 585,077 647,460 632,465 671,009 630,809 567,945 578,099

飼料費 306,057 298,482 306,057

流通飼料費 303,936 296,413 303,936

麦類 8,166 7,964 8,166

とうもろこし 3,749 3,656 3,749

ふすま 5,138 5,011 5,138

かす類 6,524 6,363 6,524

配合飼料（暫定値） 233,259 227,485 233,259

稲わら 20,960 20,441 20,960

その他 26,140 25,493 26,140

牧草・放牧・採草費 2,121 2,069 2,121

敷料費 11,865 11,571 11,865

光熱水料及び動力費 12,457 12,149 12,457

その他の諸材料費 312 304 312

獣医師料及び医薬品費 9,268 9,039 9,268

賃借料及び料金 5,991 5,843 5,991

物件税及び公課諸負担 5,543 5,406 5,543

建物費 11,379 11,097 11,379

自動車費 5,652 5,512 5,652

農機具費 8,990 8,767 8,990

生産管理費 1,612 1,572 1,612

87,261 77,111 75,198 77,111 85,870 87,741 75,220 87,741

79,063 69,261 67,544 69,261 76,731 77,681 68,570 77,681

費用合計　⑤＝③+④ 1,080,830 1,067,240 1,011,196 688,862 1,046,552 1,052,201 1,014,195 1,058,324 1,073,804 1,063,105 1,074,640 1,054,596 1,045,608 1,036,969 1,082,025 1,041,787 1,055,293 1,055,529 1,039,423 1,101,806 1,086,811 1,125,355 1,097,676 1,034,812 1,044,966

支払利子　⑥ 15,067 14,694 15,067

支払地代　⑦ 410 400 410

と畜経費　⑧ 10,733 10,733 10,733

注1：相対取引等とは、25市場以外の食肉センター等で、次の道県における取引である。
　　 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、神奈川県、長野県、静岡県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、奈良県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
　2：枝肉市場価格等は消費税抜きで算定
　3：もと畜費は、種類により肥育期間が異なることから、肉専用種は20か月前(肥育期間平均20か月)の肉用子牛価格を採用
  4：岩手県の日本短角種の生産コスト(一部を除く)及び副産物価格は、肉専用種の値を肥育期間で補正（肉専用種20.2か月、日本短角種19.7か月）
　5：☆を付した福井県については、都道府県標準販売価格が、全国一円を区域として算出した標準的販売価格に、都道府県標準販売価格の標準偏差の２倍の額を加えた額を上回ったため、当該県は単独で標準的販売価格を算定

家族

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-6,000

茨城県
区　分

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

参
考

労働費　　④

岩手県

福島県宮城県青森県
北海道

同左

山形県秋田県

東北ブロック 関東ブロック

静岡県栃木県

同左

同左

同左 同左

同左 同左

同左

同左同左

同左同左

群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 三重県神奈川県 愛知県新潟県山梨県 長野県

同左同左

同左 同左

同左

同左 同左 同左

北陸ブロック 東海ブロック

岐阜県富山県 石川県 福井県☆
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（参考１）

(単位：円/頭)

区　分

1,266,012 1,193,995 1,209,448 1,194,604 1,177,198

1,103,830 1,107,949 1,061,455 1,071,741 1,094,664 1,078,688 1,096,208 1,051,589 1,047,325 1,064,401 1,060,405 1,081,818 1,100,930 1,083,172 1,090,612 1,087,992 1,077,503 1,076,962 1,098,989 1,091,011 1,101,962 1,100,144 1,034,473

162,182 158,063 204,557 194,271 171,348 187,324 97,787 142,406 146,670 129,594 133,590 127,630 108,518 126,276 118,836 106,612 117,101 117,642 95,615 103,593 92,642 94,460 142,725

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 1,266,012 1,193,995 1,209,448 1,194,604 1,177,198

主産物価格　①=ａ×ｂ 1,256,460 1,184,443 1,199,896 1,185,052 1,167,646

枝肉市場価格（円/kg）ａ 2,580 2,327 2,362 2,342 2,294

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 487 509 508 506 509

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 2,582 2,352 2,485 2,337 2,260

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 487 514 504 511 519

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 2,421 2,272 2,245 2,343 2,295

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 509 499 512 505 509

副産物価格　② 9,552

標準的生産費　（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 1,103,830 1,107,949 1,061,455 1,071,741 1,094,664 1,078,688 1,096,208 1,051,589 1,047,325 1,064,401 1,060,405 1,081,818 1,100,930 1,083,172 1,090,612 1,087,992 1,077,503 1,076,962 1,098,989 1,091,011 1,101,962 1,100,144 1,034,473

物財費　③ 983,347 987,466 940,972 951,258 974,181 958,205 999,006 954,387 950,123 967,199 963,203 975,362 994,474 976,716 984,156 990,014 979,525 978,984 1,001,011 993,033 1,003,984 1,002,166 936,495

もと畜費 604,221 608,340 561,846 572,132 595,055 579,079 619,880 575,261 570,997 588,073 584,077 596,236 615,348 597,590 605,030 610,888 600,399 599,858 621,885 613,907 624,858 623,040 557,369

飼料費 306,057

流通飼料費 303,936

麦類 8,166

とうもろこし 3,749

ふすま 5,138

かす類 6,524

配合飼料（暫定値） 233,259

稲わら 20,960

その他 26,140

牧草・放牧・採草費 2,121

敷料費 11,865

光熱水料及び動力費 12,457

その他の諸材料費 312

獣医師料及び医薬品費 9,268

賃借料及び料金 5,991

物件税及び公課諸負担 5,543

建物費 11,379

自動車費 5,652

農機具費 8,990

生産管理費 1,612

94,273 70,992 80,246 71,768 71,768

83,381 63,906 66,756 63,086 63,086

費用合計　⑤＝③+④ 1,077,620 1,081,739 1,035,245 1,045,531 1,068,454 1,052,478 1,069,998 1,025,379 1,021,115 1,038,191 1,034,195 1,055,608 1,074,720 1,056,962 1,064,402 1,061,782 1,051,293 1,050,752 1,072,779 1,064,801 1,075,752 1,073,934 1,008,263

支払利子　⑥ 15,067

支払地代　⑦ 410

と畜経費　⑧ 10,733

同左

同左

同左

同左

同左 同左 同左同左

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-6,000

参
考

同左

香川県 福岡県鳥取県 長崎県

四国ブロック

沖縄県

同左

同左 同左

同左

同左
労働費　　④

家族

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

大分県 鹿児島県

九州ブロック

島根県 岡山県兵庫県 奈良県 和歌山県

中国ブロック

徳島県 高知県 熊本県佐賀県 宮崎県

近畿ブロック

山口県滋賀県 京都府 大阪府 愛媛県広島県

同左
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（参考２）

(単位：円/頭)

交雑種 乳用種

687,377 447,817

703,432 506,900

△ 16,055 △ 59,083

14,449.5 53,174.7

8,449.5 47,174.7

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 687,377 447,817

主産物価格　①=ａ×ｂ 680,751 443,520

枝肉市場価格（円/kg）ａ 1,327 1,008

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 513 440

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 1,323 1,017

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 514 443

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 1,337 1,006

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 510 439

副産物価格　② 6,626 4,297

標準的生産費（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 703,432 506,900

物財費　③ 648,266 474,366

もと畜費 323,394 228,802

飼料費 282,108 210,694

流通飼料費 278,021 208,152

麦類 877 784

とうもろこし 1,382 4,374

ふすま 653 320

かす類 4,330 1,509

配合飼料（暫定値） 230,821 177,102

稲わら 14,679 7,627

その他 25,279 16,436

牧草・放牧・採草費 4,087 2,542

敷料費 7,558 8,329

光熱水料及び動力費 8,575 7,966

その他の諸材料費 217 149

獣医師料及び医薬品費 3,389 2,594

賃借料及び料金 3,099 2,625

物件税及び公課諸負担 2,494 1,872

建物費 9,394 5,535

自動車費 2,141 1,775

農機具費 5,091 3,578

生産管理費 806 447

40,181 22,320

33,257 20,140

費用合計　⑤＝③＋④ 688,447 496,686

支払利子　⑥ 4,522 1,367

支払地代　⑦ 547 134

と畜経費　⑧ 9,916 8,713

注１：相対取引等とは、25市場以外の食肉センター等で、次の道県における取引である。
【交雑種】北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、神奈川県、奈良県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、

【乳用種】北海道、青森県、岩手県、山形県、福島県、千葉県、奈良県、鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県

　２：枝肉市場価格等は消費税抜きで算定
　３：もと畜費は、種類により肥育期間が異なることから、交雑種は18か月前（肥育期間平均18か月）、乳用種は
　　　13か月前（肥育期間平均13か月）の肉用子牛価格を採用。

令和３年度　牛マルキン交付金算定基礎

【令和４年２月】

区　分

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

　　　　　長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

労働費　　④

参
考

家族

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-6,000
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